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住
基
カ
ー
ド
の
無
料
交
付
期
間

は
３
月
31
日
ま
で
で
す
。
こ
れ
以

降
の
申
請
は
カ
ー
ド
の
取
得
に

５
０
０
円
の
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。
期
間
終
了
間
際
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
の
取

得
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
申
請
方
法

　

市
民
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
所
要

時
間
は
15
分
程
度
で
す
。

（
申
請
は
原
則
本
人
に
限
り
ま
す
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
等

官
公
庁
が
発
行
し
た
顔
写
真
入
り

の
証
明
書
）

※
提
示
で
き
な
い
場
合
は
、
仮
登

録
と
な
り
、
市
か
ら
発
送
し
た
照

会
書
を
持
参
の
う
え
、
後
日
交
付

さ
れ
ま
す
。

■
コ
ン
ビ
ニ
交
付
も

　

好
評
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で

多
目
的
利
用
サ
ー
ビ
ス
の
登
録
が

お
済
の
方
は
、
全
国
の
セ
ブ
ン
イ

レ
ブ
ン
に
お
い
て
住
民
票
、
印
鑑

登
録
証
明
書
、
戸
籍
証
明
書
が
取

得
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
役
所
窓
口
よ
り
１
０

０
円
安
く
証
明
書
が
取
得
で
き
、

便
利
で
お
と
く
で
す
。

●
利
用
時
間

　
　

６
時
30
分
〜
23
時

（
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
休
止
）

※
戸
籍
証
明
書

　
　

８
時
30
分
〜
20
時

●
必
要
な
も
の

①
住
基
カ
ー
ド

　

（
多
目
的
利
用
サ
ー
ビ
ス
登
録

済
の
も
の
）

②
暗
証
番
号
数
字
４
桁

　

（
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
戸
籍
証
明
書
そ
れ
ぞ
れ

に
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要
）

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

市
民
課
市
民
担
当

　
　

（
内
線
１
２
３
〜
１
２
５
）

年
金
記
録
は
大
丈
夫
？

　

１
月
末
よ
り
「
気
に
な
る
年
金

記
録
再
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

　

年
金
記
録
問
題
の
解
決
に
向
け

て
、｢

ね
ん
き
ん
特
別
便｣

な
ど

に
よ
り
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に
約

２
，
２
０
０
万
件
の
持
ち
主
が
確

認
で
き
な
い
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
ご
自
身
の
年
金
記
録
に
「
も

れ｣

や
「
誤
り
」
が
あ
る
の
で
は

と
ご
心
配
の
あ
る
方
は
、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
等
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

後
納
制
度
の
納
期
限
の
延
長
・

受
給
資
格
期
間
の
短
縮

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

ま
で
の
40
年
間
、
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
で
、
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
間
に
保
険

料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
場

合
や
、
被
保
険
者
と
し
て
の

届
出
忘
れ
に
よ
り
資
格
期
間
が
な

い
場
合
は
、
将
来
の
年
金
受
給
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、
年
金
そ
の

も
の
が
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
態
を
避
け

る
た
め
に
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
過

去
２
年
か
ら
10
年
に
延
長
す
る
後

納
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

■
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と

　

10
年
前
ま
で
の
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
後
納
保
険
料
の
納
付

　

事
前
に
年
金
事
務
所
へ
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。

●
後
納
期
間

　

平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で

●
対
象
と
な
る
保
険
期
間

　

申
込
月
の
10
年
前

（
例
：
25
年
１
月
の
申
込
の
場
合

15
年
１
月
分
未
納
保
険
料
）

※
審
査
の
結
果
、
後
納
制
度
を
ご

利
用
い
た
だ
け
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
既
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
・
65
歳
以
上
で
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
を
お
持
ち
の

方
は
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
10
月
よ
り
、 

年
金
受
給
資
格
期
間
が
こ
れ
ま
で

の
25
年
（
３
０
０
月
）
か
ら
10
年

（
１
２
０
月
）
に
短
縮
さ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
受
給
資
格
を
満
た
さ
な
か
っ

た
方
が
年
金
を
受
給
で
き
る
場
合

や
、
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

＊
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
ー
０
１
１
ー
０
５
０

＊
日
本
年
金
機
構
竜
王
年
金
事
務
所

☎
０
５
５
ー
２
７
８
ー
１
１
０
０

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

　

（http://w
w
w
.nenkin.go.jp

）

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

い
よ
い
よ
３
月
末
ま
で
！

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
【
住
基
カ
ー
ド
】

の
無
料
取
得
は
お
早
め
に
！

■
場
所　

甲
府
市
総
合
市
民
会
館

■
持
ち
物　

印
鑑
、
源
泉
徴
収
票

　

等
申
告
に
必
要
な
書
類

※
両
相
談
と
も
土
地
・
建
物
及
び

株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
及
び
贈
与

税
の
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
書
き
方
を
ア
ド
バ
イ
ス

　

所
得
税
・
事
業
税
・
住
民
税
の

共
同
説
明
会
及
び
確
定
申
告
書
作

成
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

■
日
時　

２
月
５
日（
火
）

　
　

10
時
〜
12
時
／
13
時
〜
16
時

■
場
所　

韮
崎
市
役
所

　
　
　
　

別
館
２
階
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ

　

 

（
甲
府
合
同
庁
舎
内
）

　
　

甲
府
税
務
署

☎
０
５
５
ー
２
５
４
ー
６
１
０
５

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
会

　

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
及
び

消
費
税
、
年
金
受
給
者
及
び
給
与

所
得
者
の
所
得
税
の
申
告
を
対
象

に
行
い
ま
す
。

■
日
時　

　

１
月
24
日（
木
）・
25
日（
金
）・

　
　
　

28
日（
月
）・
31
日（
木
）

　

２
月
４
日（
月
）

　

10
時
〜
12
時
／
13
時
〜
16
時


